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１  落札決定基準の位置づけ  

この落札者決定基準は、北海道が実施する情報システム最適化推進業務（以下「業務」とい

う）の調達において、総合評価一般競争入札方式により落札者を決定するための基準を示すも

のである。  

 

２  総合評価による落札者の決定方法  

入札書に記載された業務の入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、提案書の評

価を行い算出した入札価格以外の要素に係る評価点（以下「技術評価点」という。）と入札価

格にかかる評価点（以下「価格評価点」という。）を合計して得た数値（以下「総得点」とい

う。）が最も高い者（以下、「最も有利な入札者」という。）を落札者とする。     

この場合において、最も有利な入札者が２者以上ある時は、くじにより落札者を決定する。  

なお、入札参加者は、入札時にあらかじめくじを引いておくものとする。  

この場合、当該入札参加者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、

これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする  

 

３  審査の進め方  

審査は、以下の手順で実施する。（図１参照）  

 （１）資格審査  

第一次審査として、入札への参加資格の有無を確認する。参加資格が確認出来ない場合は、

「失格」とする。  

 （２）価格評価点の確定  

    一般競争入札により価格評価点を確定させる。  

（３）提案審査  

第二次審査として、応募者からの提案内容を審査する。  

ア  基礎審査  

基礎点（必須要件）及び加算点のうち客観的に判断可能な項目を審査する。  

イ  委員審査  

基礎審査以外の項目について審査を行うとともに、「基礎審査」の結果（案）を審議し、

基礎点（必須要件）が全て満たしていない場合は、「失格」とする。  

ウ  最終審査  

入札価格及び提案結果を総合的に評価し、最も有利なものを決定する。  

 （４）その他  

提出された提案書の差替え及び再提出は認めない。  

また、審査に当たっては必要に応じヒアリングを行い提案書や添付書類の確認を行う。  

 

 



 - 2 - 

 

 

４  評価点  

 （１）価格評価点  

価格評価点は、次の式により計算した点数を与える。  

算出にあたっては、小数点以下第６位を四捨五入し、小数点以下第５位止めとする。  

価格評価点＝（１－入札金額÷予定価格）×価格評価点の配分得点  

 （２）技術評価点  

技術評価点は、別記「情報システム最適化推進業務総合評価基準」に示すところにより評
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価を行い、各評価項目の得点を合計して得た数値とする。  

ア  基礎点（必須要件）  

業務を行うために必須としている要件であり、全ての要件を満たしているものを「合  

格」、要件を１つでも満たしていないものは「不合格」（失格）とする。  

イ  加算点  

加算点の項目の要件を満たす場合は各項目で定める点を付与する。  

なお、配点率を定めている項目は、配点の上限の範囲内で評価ランクによりＡ～Ｅの評

価を行い、それぞれのランクに該当する配点率を各評価項目の配点に乗じて算出する。  

       〈配点表〉  

 

 

  

 

（３）最終技術評価点  

入札参加者の技術評価点については、各委員の採点のうち最高点及び最低点を除く委員の

平均した点を持ってその得点とする。  

算出にあたっては、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位止めとする。  

 

５  価格評価点と技術評価点の配分  

価格評価点と技術評価点の配分割合は、1 対 3（※）とする。  

※  「デジタル庁調達手続マニュアル（令和７年６月改訂  デジタル庁戦略・組織Ｇ会計担   

当契約班）」における総合評価落札方式（情報システム等の調達）に関する１：３以内の  

配分の適用要件を参考とし、本事業においては技術力を重く評価することから、１：３と  

する。  

★情報システムにおける１：３以内の配分の適用要件（下記の要件をすべて満たす場合）  

・システム化対象の業務の実施方法や内容が複雑かつ多岐にわたるもの  

・技術的構造の異なる複数の情報システムと連携するもの  

・制度・業務の見直し等に伴う頻繁な機能改修を伴うもの  

・大規模なプロジェクトで多人数の要因への高度な統制力が必要なもの  

・連携、統合等を行う情報システムや関係組織が多く存在するもの  

 

区分  価格評価点の配分点    技術評価点の配分点       合  計  

  

配点  

 

      

２００  

 

６００  

 うち基礎点    ５  

 うち加算点  ５９５  

       

８００  

 

 

評価ランク  配点率  

 A 非常に優れている  １００％  

 B 優れている  ７５％  

 C 標準的である  ５０％  

D やや劣っている  ２５％  

E 劣っている又は記述がない  ０％  


